
議案第２３号 

   みよし市流水占用料等条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  令和７年３月３日提出 

                         みよし市長 小 山   祐     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   説 明 

 この案を提出するのは、二級河川の土地占用料及び市道の占用料の額の改定に準じて準用河

川の土地占用料の額を改定するため必要があるからである。 
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   みよし市流水占用料等条例の一部を改正する条例 

 みよし市流水占用料等条例（平成１２年三好町条例第８号）の一部を次のように改正す

る。 

 別表第２柱類を設ける場合の項中「９５０」を「９９０」に、「８５０」を「８８０」に、 

「          「 

          を          に改め、同表水管、下水道管、ガス管その 

        」          」 

                   「          「 

 
 
 
他これらに類する施設を設ける場合の項中          を 
 
 
 

                            」          」 

に、「７７」を「７９」に、「１００」を「１１０」に、「１５０」を「１６０」に、「２０

０」を「２１０」に、「３６０」を「３７０」に、「５１０」を「５３０」に、「１，０００」

を「１，１００」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、次

項の規定は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 施行日前に施行日以後の占用の許可を受けた者に係る土地占用料の額は、この条例に

よる改正前のみよし市流水占用料等条例の規定にかかわらず、この条例による改正後の

みよし市流水占用料等条例に定める土地占用料の額とする。 

８５ 

 

８８ 

 

３６ 

 

５１ 

 

 

３７ 

 

５３ 
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みよし市流水占用料等条例の一部改正新旧対照表 

改正案 現行 

（流水占用料等の徴収） 

第2条 略 

2 法第24条の許可を受けた者からは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の土地占用料を徴収する。 

(1) 土地の占用の期間が1月以上の場合 別表第2占用料の額の欄に定める額に土地の占用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額（その額が100円に満たない場合にあっては、100円）。

ただし、当該土地の占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の額の欄に定める額に各年度における土地の占用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額（その額が1

00円に満たない場合にあっては、100円）の合計額とする。 

(2) 土地の占用の期間が1月未満の場合 別表第2占用料の額の欄に定める額に土地の占用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額（その額が100円に満たな

い場合にあっては、100円）。ただし、当該土地の占用の期間が翌年度にわたる場合においては、同表占用料の額の欄に定める額に各年度における土地の占用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を

乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額（その額が100円に満たない場合にあっては、100円）の合計額とする。 

3 略 

別表第2（第2条関係） 別表第2（第2条関係） 

土地占用料 土地占用料 

占用の区分 単位 占用料の額 

（単位：円） 

耕地の用に供する場合の項 略 

柱類を設ける場合 第一種電柱 1本1年につき 990 

第二種電柱及び第三種電柱 略 

第一種電話柱 1本1年につき 880 

第二種電話柱及び第三種電話柱 略 

その他の柱類 1本1年につき 88 

塔類を設ける場合の項 略 

水管、下水道管、ガス

管その他これらに類す

る施設を設ける場合 

外径が0.07メートル未満のも

の 

長さ1メートル1年につき 37 

外径が0.07メートル以上0.1メ

ートル未満のもの 

長さ1メートル1年につき 53 

外径が0.1メートル以上0.15メ

ートル未満のもの 

長さ1メートル1年につき 79 

外径が0.15メートル以上0.2メ

ートル未満のもの 

長さ1メートル1年につき 110 

外径が0.2メートル以上0.3メ

ートル未満のもの 

長さ1メートル1年につき 160 

占用の区分 単位 占用料の額 

（単位：円） 

同左 

柱類を設ける場合 第一種電柱 1本1年につき 950 

同左 

第一種電話柱 1本1年につき 850 

同左 

その他の柱類 1本1年につき 85 

同左 

水管、下水道管、ガス

管その他これらに類す

る施設を設ける場合 

外径が0.07メートル未満のも

の 

長さ1メートル1年につき 36 

外径が0.07メートル以上0.1メ

ートル未満のもの 

長さ1メートル1年につき 51 

外径が0.1メートル以上0.15メ

ートル未満のもの 

長さ1メートル1年につき 77 

外径が0.15メートル以上0.2メ

ートル未満のもの 

長さ1メートル1年につき 100 

外径が0.2メートル以上0.3メ

ートル未満のもの 

長さ1メートル1年につき 150 
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みよし市流水占用料等条例の一部改正新旧対照表 

改正案 現行 

外径が0.3メートル以上0.4メ

ートル未満のもの 

長さ1メートル1年につき 210 

外径が0.4メートル以上0.7メ

ートル未満のもの 

長さ1メートル1年につき 370 

外径が0.7メートル以上1メー

トル未満のもの 

長さ1メートル1年につき 530 

外径が1メートル以上のもの 長さ1メートル1年につき 1,100 

その他の場合の項 略 
 

外径が0.3メートル以上0.4メ

ートル未満のもの 

長さ1メートル1年につき 200 

外径が0.4メートル以上0.7メ

ートル未満のもの 

長さ1メートル1年につき 360 

外径が0.7メートル以上1メー

トル未満のもの 

長さ1メートル1年につき 510 

外径が1メートル以上のもの 長さ1メートル1年につき 1,000 

同左 
 

 備考 略  備考 略 
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